
答弁結果 
 

 質問 中川議員（共産 岐阜市）令和８年３月１３日（金） 

 

 ２ 男女の賃金格差に対する認識と対応について 

 

  答弁 知事 

本県における男女の賃金格差が、全国平均に比べて大きくなっている背景には、非

正規雇用の割合の高さや女性管理職比率の低さなどがあると言われております。これ

は議員ご指摘いただいたとおりでございます。特に、民間調査機関による調査におき

ましては本県における女性社長の比率が 16年連続全国最下位であることは、力を発揮

したいと思っておられる若い女性が県外に流出する要因の一つであると考えておりま

す。 

こうした傾向は実は愛知県などの東海地方においても同様で、報道機関などでは「東

海地方はものづくり産業が盛んだから」とさらっと解説されることは少なくありませ

ん。しかし、なぜものづくり産業が盛んだと女性が社長になりにくいかについては、

ほとんど説明がありません。このままなんとなく、そういうことだろうと思われてい

るかもしれませんが、その背景には「ものづくりでは力仕事や拘束時間も長く、体力

的にも無理をすることが多いから、女性には大変だろう」といったイメージが暗黙の

了解となって、いわゆる「好意的差別」、女性には大変だから無理させないようにと

いう好意的な観点での差別も含め、女性が活躍できる機会を奪っている可能性がある

と思っております。 

一方、女性自身にも、自分にはあんな大変そうな仕事は無理だというような無意識

の思い込みがあると言われております。こうした無意識の思い込みである、これを「ア

ンコンシャス・バイアス」と言いますけれども、こうしたアンコンシャス・バイアス

が結果的に、女性の責任のあるポストに就くことを妨げ、適切な人材の育成や登用を

阻害し、結果的に男女の賃金格差にもつながっていると考えております。 

こうした中、県では第５次「岐阜県男女共同参画計画」におきまして、働く場にお

ける男女共同参画の推進を掲げ、様々な政策に取り組んでまいりました。 

例えば、若手女性従業員を対象に管理職候補としての意識向上を目的とした「女性

リーダー養成講座」を開催し、キャリア形成を後押してまいりました。また、企業に

おける女性管理職の登用拡大に向けたアドバイザーの派遣を年間 200 件規模で実施し

ております。 

さらに、ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業の認定において、男女の

賃金格差の把握を申請の必須要件に加え、企業の取組を促してまいりました。その結

果、現在、新規認定企業では、女性の正規雇用率が 67％に達しております。 

今後、男女が等しく社会において活躍し、男女の賃金格差を解消するためには、男



性の働き方も見直していく必要があると考えております。かつてのような徹夜、残業

が当たり前といったフルタイムプラスアルファを前提とした働き方から、フレックス

タイムやリモートワークも取り入れながら、責任ある業務をこなしていくスタイルの

導入は、「働いてもらい方改革」が目指す最終的な形だと考えております。 

ちなみに、「働いてもらい方改革」で紹介いたしました優良事例の中には、リモー

トワークなどの積極的な導入のほか、非正規雇用社員を全て正規雇用化した企業がご

ざいます。こうした「働いてもらい方改革」のエッセンスは、女性のキャリア中断を

減らし、正規雇用率を上げ、結果的に女性の賃金水準を上げることにつながるものと

考えております。 

実際、ＩＴ企業やスタートアップ企業などでは、従来のような男性中心の働き方に

とらわれない新しい雇用形態の中で女性の活躍が進んでおります。 

今後は、ものづくり産業においても、業務の細分化や役割のシェアなどにより、多

様な人材が活躍できる環境を実現することが、人手不足を解消し、柔軟な発想に基づ

く商品開発など、新分野への進出も含め競争力の向上に繋がっていくと思われます。 

今後も、こうした取組みを推進し、女性が持てる能力を最大限発揮できる「女性に

選ばれる岐阜県」を目指し、全力で取り組んでまいります。 

 

 

 再質問 答弁 知事 

次に男女の賃金格差についてでありますが、少し誤解があったらいけないんですけ

ども、女性の意識に責任を押し付けているわけではなくて。どうしてもですね、先だ

って国際女性デーの中で、十六総研さんがやられた「女子に選ばれる地方」の著者で

ある方が、田代さんだったと思いますが、彼自身もおっしゃっておられたように、特

に中部地方においては、意識の高い人は出てってしまうけれども、逆にそれでいいん

だと思っている方が残ることによって、まあ濃縮効果といって、女性はそういうもん

だという意識が高まってしまっている可能性があると。 

だから、そうしたものがかえって、若い人たちの居場所をいづらくしているのでは

ないかと。彼自身が、次のシンポジウムの中では、そういった女性の意識に対しても

しっかり目を向けていかないととおっしゃったのが、前回のシンポジウムのポイント

でございました。ただ、その中で私が申し上げたのは、よく男性の男性のってあるん

ですけど、まず男性自身の意識だけではなくて、働き方も変えていくってことは重要

だし、その時、特に私もその時の挨拶で申し上げましたけど、今の女性の社会参加の

数字は、男性のように働ける女性の数が増えてるかどうかの話になっていて、根本的

に違うんではないかと。ですから、これまでの、女性の活躍といっても海外のように

ですね、働き方が違うのに徹夜残業ができる職場にどれくらい女性が入ったかみたい

な話になっていることはおかしいと思っています。ですから、今回の働いてもらい方



改革はどちらかというと働かせるというような発想で、社会が成り立っているのを働

いてもらうという視点を、働く方に変えた上で、どのように働いてもらうことが会社

にとっての成長につながるのか、その視点を経営者に持っていただきたい。そのため

に、いろんな事例を出しながら、どうしても経営者にとっては人件費はコストという

意識がありますから減らす方向に減らす方向に議論するんですけど、そうではなくて、

むしろ投資であると。これは私が長年進めてきた健康経営の基本的な考え方ですけど、

企業文化と哲学を変えていくと。で、それに今度は会社の経営のあり方そのものを変

えていくと。で、それが進んだ段階で、まさに議員がご指摘いただいたように、この

国において働くというのは基本的に正規が普通なんだと。例外的に非正規があるとい

うぐらいに持っていく。ただし、その場合にはですね、今までの働き方を当たり前だ

と思っている方々にとっては何を言ってるんだということがあると思いますので、成

功事例をより広く見ていただく中で、実は正規にした方が会社が伸びるんだという実

例、これ今度 50社まで増やしますけど、そんな中で制度を見直して、社会全体が変わ

っていくと。その中に合わせて女性も意外に多かったのは、いや、そういうのは私い

いですからっていう声も結構多いんだということは同じシンポジウムでありましたけ

ど、そうではなくて、男性のように働くことをイメージするから、私は結構ですとい

うイメージが出てきてしまっているので、そうではなくて、本当に力が発揮できる。

これは女性だけではなくて、高齢者の方、障害のある方、いろんな方も、自分は無理

だと思わなくて済むような形に社会を変えていきたい。 

これはまさに働いてもらい方改革の本質でありますので、その上で、数字目標その

他が出てくるのは、今後、国の政策かもしれませんが、それをぜひこの岐阜県から、

発信し、健康経営に対しても、今後アプローチをして、国のあり方そのものも変えて

いきたいと思っております。 

 

 

再々質問 答弁 知事 

次に賃金格差についてお答えします。１点誤解があるといけませんが、働いてもら

い方改革も大事な政策です。 

ですから、一応政策に位置づけております。ただ、その上で、おそらく働いてもら

い方改革は現場で行われているものを吸い上げるという形をとっているので、いわゆ

るその帰納的な発想で、こういうものがいいんじゃないかということをやっているの

で、多分、今議員がおっしゃったのは、演繹的にこうすべきだみたいなものを、県か

国が示して、それを強制するのが政策というようなイメージに聞こえてしまいますの

で、そうではなくて、やはり働き方、それから企業文化も含めて、いろんな業態、実

態、それから歴史もありますので、その中で無理なく、企業の方々、特に経営者の意

識改革で、働いていただいている方々の意識改革、この両方を結ぶには、政策として



強制するのではなく、やはり積み上げ型の中でこちらの方がよりいいよねという事例

を示していくこと。それがある程度たまったところで、おそらくルール、規制、おそ

らく労働法規なんかに反映していくのかなというふうに思っております。なので、ま

ず私ができることとしては、今でも国の方が進めております、健康経営という、まさ

に政策になったものの中で、そうした柔軟な働き方というのを、加点ポイントを上げ

ていく、そういう形の中で、より多くの企業がそういう取り組みやすい環境を作って

いくことだというふうに思っております。加えて、先般の答弁でも申し上げたように、

岐阜県だけがそれを進めていくのではなくて、取引先、特に健康経営が大きく進んだ

一つの理由は、豊田さんが健康経営銘柄があった時に、取引先にもそれを求めますか

という質問に対してイエスと答えられ、そこから一気に進んだというのがありますの

で、やはり国全体としてそういう環境を整えている中で、女性の皆さんが持てる能力

を十分に発揮することができれば、先ほどの、いやいや私は無理ですということを言

わなくても済む方が増えてくる。これはどちらが先で、どちらが後ということはあり

ませんけども、政策としてそういったものをしっかりと進めていきたいというふうに

思っております。 
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